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総
括 

旧
山
崎
家
住
宅
の
評
価 

 

一 

旧
山
崎
家
の
歴
史
と
屋
敷
構
え 

 

旧
山
崎
家
の
歴
史 
旧
山
崎
家
住
宅
は
、
静
岡
県
西
部
の
掛
川
市
南
西
郷
に
位

所
在
す
る
。
掛
川
城
か
ら
は
西
に
約
五
〇
〇
ｍ
に
位
置
し
、
北
に
逆
川
、
東
に

新
知
川
に
囲
ま
れ
、
旧
東
海
道
が
東
西
に
と
お
る
市
街
地
に
あ
る
。
敷
地
は
北

に
向
け
て
緩
や
か
な
傾
斜
は
あ
る
も
の
の
、
起
伏
が
ほ
と
ん
ど
な
い
平
坦
な
地

形
で
あ
る
。
山
崎
家
敷
地
の
外
周
に
松
が
植
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
通
称
「
松

ヶ
岡
」
と
呼
ば
れ
、
現
在
は
庭
園
内
に
赤
松
が
自
生
し
そ
の
面
影
を
残
す
。 

 

山
崎
家
は
、
現
在
で
は
一
一
代
ま
で
数
え
る
旧
家
で
あ
る
。
江
戸
時
代
中
期

に
山
崎
万
右
衛
門
を
初
代
当
主
と
し
て
家
を
興
し
、
二
代
目
万
衛
門
よ
り
代
々

掛
川
藩
の
御
用
商
人
を
務
め
た
。
西
町
に
て
油
商
と
し
て
油
・
蝋
燭
な
ど
雑
貨

を
扱
っ
て
い
た
が
、
五
代
目
万
衛
門
（
義
一
）
に
よ
り
西
町
よ
り
店
舗
を
十
王

町
高
屋
敷
に
移
し
た
。
店
で
は
葛
布
の
取
り
扱
い
他
、
新
田
開
発
や
土
地
の
取

得
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
、
松
本
家
、
鳥
井
家
と
と
も
に
掛
川
御
三
家
と
呼
ば
れ
、

山
崎
家
は
そ
の
筆
頭
と
し
て
名
を
は
せ
た
。
六
代
目
知
盈
は
、
弘
化
年
間
に
屋

敷
を
西
町
か
ら
現
立
地
の
十
王
裏
通
称
「
瓦
屋
敷
」
に
居
宅
を
移
し
た
と
さ
れ
、

こ
れ
は
現
在
の
敷
地
と
考
え
ら
れ
る
。
屋
敷
を
移
し
た
後
の
嘉
永
七
年
一
一
月

四
日
（
安
政
元
年
、
一
八
五
四
年
一
二
月
二
三
日
）
に
遠
州
灘
を
震
源
と
し
た

未
曾
有
の
大
災
害
が
起
き
た
。
掛
川
藩
内
の
被
災
状
況
は
甚
大
で
、
掛
川
城
を

は
じ
め
、
城
下
町
で
は
七
〇
〇
棟
余
り
の
家
屋
が
焼
失
し
た
。
山
崎
家
の
被
害

状
況
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
が
、
藩
内
の
被
災
状
況
と
照
ら
し
あ
わ
せ
て
も
、
大

き
な
被
害
を
受
け
た
と
考
え
や
す
い
。
被
災
後
の
安
政
三
年
に
、
現
在
の
主
屋

が
新
築
さ
れ
た
。 

 

近
代
に
入
り
、
七
代
目
徳
次
郎
は
掛
川
藩
の
負
債
整
理
に
参
与
し
、
御
用
金

の
清
算
と
し
て
、
掛
川
藩
が
所
有
し
て
い
た
近
隣
の
田
畑
、
大
井
川
上
流
等
の

山
林
を
買
い
入
れ
県
下
屈
指
の
富
豪
と
な
っ
た
。
近
代
の
山
崎
家
は
其
の
財
力

を
基
に
、
金
融
・
財
政
基
板
の
整
備
、
生
活
基
盤
の
整
備
、
都
市
交
通
基
盤
の

整
備
な
ど
掛
川
の
発
展
に
大
き
く
寄
与
し
そ
れ
は
八
代
目
千
三
郎
に
よ
る
功
績

で
あ
る
。
ま
た
千
三
郎
が
当
主
で
あ
っ
た
、
明
治
一
一
年
に
は
、
明
治
天
皇
に

よ
る
北
陸
東
海
両
道
御
巡
幸
に
て
、
当
家
を
行
在
所
と
し
て
使
用
し
て
お
り
、

掛
川
で
の
地
位
を
物
語
っ
て
い
る
。
行
在
所
で
あ
っ
た
山
崎
家
は
、
昭
和
八
年

に
指
史
蹟
と
し
て
指
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
戦
後
の
山
崎
家
は
拠
点
を
東
京

に
移
し
、
旧
山
崎
家
住
宅
は
近
隣
の
横
山
家
が
屋
敷
の
維
持
管
理
を
行
っ
た
が
、

平
成
二
四
年
に
市
が
購
入
を
決
定
し
現
在
に
至
る
。 

 

山
崎
家
は
江
戸
後
期
よ
り
掛
川
藩
に
て
御
用
商
人
と
し
て
礎
を
築
き
、
近
代

に
入
り
、
県
下
屈
指
の
富
豪
と
な
り
、
掛
川
市
の
発
展
に
大
き
く
寄
与
し
た
こ

と
が
わ
か
る
。 

 

屋
敷
構
え
と
庭
園 

屋
敷
地
は
、
旧
東
海
道
（
現
静
岡
県
道
三
七
号
掛
川
浜
岡

線
）
か
ら
幅
一
間
半
ほ
ど
の
小
道
を
約
五
〇
ｍ
北
方
に
入
っ
た
位
置
に
立
地
す

る
。
敷
地
は
広
大
で
主
屋
や
長
屋
門
を
は
じ
め
奥
座
敷
、
米
蔵
な
ど
計
一
四
棟

か
ら
な
り
、
焼
杉
仕
上
げ
の
木
塀
で
囲
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
建
物
群
は
南
側
を
開

け
た
コ
の
字
型
の
堀
（
現
状
は
空
堀
り
）
に
囲
ま
れ
る
。
一
部
奥
座
敷
の
み
堀

を
ま
た
い
で
造
成
さ
れ
る
。 

 
家
屋
配
置
は
ほ
ぼ
中
央
に
主
屋
、
南
辺
に
長
屋
門
を
中
心
に
建
て
、
東
に
米

蔵
が
建
つ
。
長
屋
門
東
前
方
に
は
、
旧
跡
指
定
を
記
念
し
た
石
碑
が
建
つ
。
主

屋
に
は
、
北
に
便
所
、
西
に
風
呂
・
便
所
棟
、
二
階
屋
が
付
属
し
そ
の
背
面
に

は
、
奥
座
敷
が
つ
く
ら
れ
る
。
敷
地
背
面
を
み
る
と
、
東
辺
に
中
央
に
納
屋
、
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北
辺
に
味
噌
蔵
、
北
蔵
、
西
蔵
、
奥
蔵
が
並
ぶ
。
西
蔵
北
方
に
は
、
屋
敷
神
を

祭
る
祠
が
二
基
、
そ
し
て
北
辺
に
裏
門
を
作
る
。
外
部
空
間
は
主
屋
の
南
及
び

西
側
に
主
庭
園
が
造
ら
れ
、
赤
松
が
植
え
ら
れ
る
。
背
面
で
あ
る
北
側
に
は
西

蔵
、
北
蔵
、
納
屋
な
ど
で
囲
ま
れ
る
裏
庭
が
あ
る
。
ま
た
奥
座
敷
の
東
西
に
も

芝
庭
が
設
け
ら
れ
、
各
所
で
趣
が
違
う
様
子
が
見
ら
れ
る
。 

 

二 

各
建
物
の
概
要
と
建
築
年
代 

 

 

主
屋 

木
造
平
屋
建
で
一
部
二
階
付
く
。
桁
行
一
六.

五
ｍ
、
梁
間
一
三.

七
ｍ

の
規
模
で
、
切
妻
造
、
桟
瓦
葺
、
四
周
庇
付
き
、
銅
板
葺
、
正
面
中
央
に
式
台

付
、
南
面
す
る
。
今
回
の
調
査
で
は
、
主
屋
の
棟
札
か
ら
年
代
が
判
明
し
た
。

棟
札
は
主
屋
棟
木
下
端
（
土
間
境
よ
り
東
付
近
）
に
付
け
ら
れ
、
「
安
政
三
年 

丙
辰
九
月
廿
二
日
吉
辰
」
の
墨
書
き
が
な
さ
れ
る
。
棟
札
の
年
記
よ
り
、
安
政

の
大
地
震
の
あ
と
主
屋
の
造
営
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
近
隣
の
歴
史
的

建
造
物
で
は
、
掛
川
市
内
の
掛
川
城
二
の
丸
御
殿
の
一
部
、
菊
川
市
の
黒
田
家

住
宅
主
屋
な
ど
が
同
時
代
の
建
造
物
で
あ
る
。
旧
山
崎
家
で
も
地
震
後
の
建
築

と
し
て
構
造
的
な
対
処
が
み
ら
れ
、
床
上
部
東
列
と
中
央
列
間
に
半
間
ご
と
に

柱
を
置
き
収
納
や
仏
壇
を
造
る
な
ど
工
夫
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
小
屋
組
は
、

京
呂
組
み
で
組
ま
れ
る
が
、
土
間
側
と
床
上
部
で
は
組
み
方
を
変
え
る
な
ど
特

徴
が
あ
る
。
大
き
な
改
変
は
、
明
治
後
期
の
接
続
部
、
昭
和
三
〇
年
代
に
土
間

部
を
居
室
化
し
て
い
る
。 

 

奥
座
敷 

主
屋
北
側
に
渡
り
廊
下
で
つ
な
が
る
立
地
で
、
正
面
一
五.

五
ｍ
、
側

面
一
四.

五
ｍ
、
寄
棟
造
、
桟
瓦
葺
で
半
間
幅
の
下
屋
が
つ
く
。
渡
り
廊
下
は
蒲

鉾
天
井
と
特
異
で
、
新
座
敷
に
は
両
室
の
桧
材
を
用
い
、
南
洋
材
が
使
わ
れ
て

い
な
い
こ
と
も
特
筆
で
き
る
。
奥
座
敷
前
で
撮
影
さ
れ
た
写
真
な
ど
か
ら
建
築

年
代
は
明
治
中
期
か
ら
大
正
頭
ま
で
と
推
定
す
る
。
行
在
所
の
玉
座
の
間
と
な

っ
た
表
座
敷
が
使
用
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
が
建
設
の
由
来
で
あ
ろ
う
。 

 

風
呂
及
び
便
所
棟 

正
面
七.

九
ｍ
、
側
面
八.

五
ｍ
、
平
屋
建
、
寄
棟
造
、
桟

瓦
葺
、
接
続
部
を
除
く
三
面
に
庇
を
廻
し
、
銅
板
葺
で
あ
る
。
東
面
に
主
屋
へ

の
渡
り
廊
下
を
附
属
し
、
北
面
に
二
階
屋
が
接
続
す
る
。
良
質
の
桧
材
を
使
用

し
、
建
具
が
特
異
で
他
の
建
物
と
趣
に
違
い
が
あ
る
。
行
在
所
と
し
て
使
用
し

た
風
呂
と
便
所
は
、
明
治
四
五
年
ご
ろ
に
解
体
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
後
の
建
築

と
考
え
る
。 

 

二
階
屋 

木
造
二
階
建
、
正
面
七.

九
ｍ
、
側
面
八.

五
ｍ
、
寄
棟
造
、
銅
板
葺

で
あ
る
。
風
呂
・
便
所
棟
の
北
側
に
接
続
し
て
建
ち
、
渡
廊
下
で
新
座
敷
に
つ

な
が
る
。
こ
の
建
物
も
墨
書
等
年
代
を
示
す
直
接
的
な
史
料
は
見
つ
け
ら
れ
て

い
な
い
が
、
渡
り
廊
下
の
仕
様
や
風
呂
便
所
棟
と
の
接
続
な
ど
を
鑑
み
る
と
、

明
治
中
期
に
完
成
し
た
物
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
二
階
部
分
は
、
床
組
み

の
部
材
加
工
痕
か
ら
昭
和
初
期
の
竣
工
で
あ
ろ
う
。 

 

長
屋
門 

行
一
四.

五
ｍ
、
梁
間
三.

六
ｍ
、
入
母
屋
造
、
桟
瓦
葺
、
屋
敷
地
の

南
辺
東
寄
り
に
南
面
し
て
建
つ
。
建
築
年
代
は
明
確
で
は
な
い
が
、
風
蝕
な
ど

か
ら
主
屋
と
同
様
の
時
期
に
建
設
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
当
初
は
東
側
に
主
庭

園
に
面
し
た
居
室
を
二
室
も
っ
て
い
た
。
こ
の
様
子
は
明
治
一
一
年
の
図
面
に

も
描
か
れ
る
。 

 

中
門
及
び
塀 
長
屋
門
西
北
端
か
ら
主
屋
式
台
に
至
る
も
の
で
、
玄
関
前
広
場
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と
主
庭
園
を
区
切
る
。
南
側
五
間
、
北
側
二
間
の
真
壁
造
の
塀
で
、
そ
の
間
に

一
間
棟
門
の
中
門
が
建
つ
。
明
治
期
の
配
置
図
と
昭
和
初
期
の
配
置
図
で
は
形

が
違
う
事
か
ら
明
治
中
期
か
ら
昭
和
初
期
ま
で
に
造
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
。 

 

米
蔵 

桁
行
一
六.
四
ｍ
、
梁
間
四
．
五
ｍ
、
寄
棟
造
、
桟
瓦
葺
、
平
入
で
、
南

北
に
二
室
設
け
る
。
堀
に
隣
接
し
て
立
ち
、
南
北
の
室
は
、
柱
間
、
野
地
に
差

異
が
見
ら
れ
、
建
築
年
代
に
は
ず
れ
が
あ
る
。
北
側
が
古
く
旧
山
崎
家
住
宅
が

建
設
さ
れ
た
江
戸
後
期
、
後
に
南
側
が
明
治
初
頭
に
増
築
さ
れ
た
も
の
と
推
定

す
る
。 

 

奥
蔵 

堀
隣
接
し
て
建
ち
、
北
東
隅
に
位
置
す
る
。
桁
行
き
五.

〇
ｍ
、
梁
間
四.

一
ｍ
、
土
蔵
造
り
の
平
屋
で
、
切
妻
造
、
桟
瓦
葺
、
南
面
、
平
入
、
一
部
中
二

階
を
造
る
。
明
治
一
一
年
の
図
面
で
も
描
か
れ
、
現
状
は
そ
の
一
部
が
残
っ
て

い
る
状
況
で
あ
る
。
建
築
年
代
は
江
戸
末
ご
ろ
と
推
定
す
る
。 

 

西
蔵 

新
座
敷
の
東
側
に
立
ち
、
桁
行
六
間
、
梁
間
二.

五
間
、
切
妻
造
、
平
入

の
二
階
建
の
土
蔵
で
、
奥
蔵
を
背
に
し
て
東
面
す
る
。
南
北
で
二
室
に
分
け
、

二
階
へ
の
上
り
口
の
取
り
方
に
差
が
あ
る
が
、
基
本
は
同
様
の
計
画
で
造
ら
れ

る
。
墨
書
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
が
、
明
治
期
の
図
面
に
描
か
れ
る
こ
と
か
ら

江
戸
末
か
ら
明
治
初
頭
ま
で
に
建
設
さ
れ
た
と
推
定
す
る
。
た
だ
し
、
昭
和
期

の
図
面
で
は
表
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
、
書
き
漏
れ
と
判
断
す
る
。 

 

納
屋 

東
側
の
堀
に
隣
接
し
て
建
つ
。
木
造
平
屋
建
で
、
桁
行
五.

五
間
、
梁
間

二
間
で
正
面
側
に
庇
を
伸
ば
す
。
南
側
に
は
棟
続
き
の
葺
き
放
ち
の
物
置
が
附

属
す
る
。
内
部
は
南
北
二
室
に
分
け
、
南
側
の
部
屋
に
は
便
所
を
二
箇
所
設
け

て
い
る
。
南
北
境
の
壁
面
に
は
腰
に
下
見
板
張
り
と
し
当
初
は
南
の
み
で
あ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
明
治
一
一
年
の
図
面
で
は
、
三
室
と
し
て
描
か
れ
、
か
つ

南
北
で
差
異
が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
南
側
は
江
戸
末
ご
ろ
、
北
側
は
明
治
初
期

と
推
定
す
る
。 

 

北
蔵 

桁
行
七
間
、
梁
間
三
間
、
寄
棟
造
平
入
の
二
階
建
の
土
蔵
で
、
屋
敷
の

北
端
の
堀
に
沿
っ
て
南
面
し
て
建
つ
。
小
屋
組
は
洋
小
屋(

キ
ン
グ
ポ
ス
ト
ト
ラ

ス)

で
造
ら
れ
、
同
敷
地
内
で
は
唯
一
の
存
在
で
あ
る
。
ま
た
、
金
物
に
よ
る
補

強
や
洋
釘
の
使
用
も
見
ら
れ
る
。
明
治
一
一
年
の
図
面
で
は
、
現
状
の
位
置
よ

り
、
南
に
描
か
れ
規
模
も
違
う
こ
と
か
ら
、
明
治
中
期
以
降
に
造
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。 

 

味
噌
蔵 

北
蔵
の
東
面
に
接
続
し
て
建
ち
、
桁
行
四
間
、
梁
間
二.

五
間
の
木
造

平
屋
建
、
切
妻
造
、
桟
瓦
葺
で
、
内
部
を
東
西
二
室
に
分
け
る
。
小
屋
組
は
和

小
屋
で
造
ら
れ
、
柱
間
寸
法
は
真
々
を
尺
で
と
ら
え
て
い
る
。
明
治
一
一
年
の

図
面
で
は
、
北
蔵
同
様
位
置
が
違
う
た
め
、
明
治
中
期
以
降
に
建
設
さ
れ
た
も

の
と
考
え
る
。 

 

金
庫
蔵 

西
蔵
や
、
奥
蔵
、
新
座
敷
に
囲
ま
れ
た
位
置
に
立
地
す
る
。
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
造
平
屋
建
で
、
屋
根
は
陸
屋
根
の
蔵
で
、
台
形
の
平
面
造
ら
れ
、

メ
ー
ト
ル
法
で
計
画
さ
れ
る
。
開
口
部
は
二
カ
所
設
け
ら
れ
、
主
扉
と
窓
型
の

扉
を
も
ち
、
共
に
頑
丈
な
鉄
扉
で
造
ら
れ
る
。
内
部
や
外
部
に
タ
イ
ル
を
使
用

す
る
。
や
は
り
こ
の
建
物
も
年
代
を
示
す
史
料
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
が
、
寸

法
計
画
や
構
造
な
ど
か
ら
昭
和
初
期
ご
ろ
と
推
定
す
る
。 
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三 

旧
山
崎
家
住
宅
の
建
築
的
特
徴
と
価
値 

 
主
屋
に
附
属
す
る
北
側
便
所
を
加
え
る
と
一
四
棟
が
現
存
す
る
。
安
政
の
大

地
震
後
に
行
わ
れ
た
整
備
は
、
主
屋
が
安
政
三
年
に
建
設
さ
れ
た
。
そ
れ
に
合

わ
せ
て
長
屋
門
、
納
屋
、
奥
蔵
、
西
蔵
、
米
蔵
（
北
側
）
及
び
納
屋
（
南
側
）

が
造
営
さ
れ
た
と
推
測
で
き
る
。
行
在
所
と
な
っ
た
明
治
一
一
年
ま
で
に
は
、

米
蔵
及
び
納
屋
の
増
築
が
行
わ
れ
、
明
治
中
期
に
主
屋
の
表
座
敷
が
使
用
で
き

な
く
な
っ
た
た
め
、
奥
座
敷
及
び
二
階
屋
の
一
階
が
造
営
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
し
て
、
明
治
四
五
年
ご
ろ
に
主
屋
北
の
附
属
屋
（
風
呂
及
び
便
所
）
が

解
体
さ
れ
、
現
在
の
風
呂
・
便
所
棟
が
造
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
北
蔵
や
味
噌
蔵
、

金
庫
蔵
が
整
備
さ
れ
、
現
在
の
屋
敷
構
え
が
完
成
す
る
。
こ
れ
ら
の
建
造
物
に

合
わ
せ
て
継
続
的
に
庭
の
整
備
・
維
持
が
な
さ
れ
、
屋
敷
構
え
全
体
が
比
較
的

良
好
な
状
態
で
残
る
。 

主
屋
の
建
築
当
初
の
姿
は
、
明
治
一
一
年
の
配
置
図
に
示
さ
れ
る
平
面
形
式

に
近
い
と
推
定
す
る
。
東
側
を
土
間
部
と
し
、
そ
の
右
辺
に
三
室
を
配
す
る
。

西
側
は
三
列
一
〇
室
を
配
し
大
規
模
な
平
面
で
、
西
面
及
び
北
面
に
附
属
屋
が

三
棟
つ
く
。
こ
の
平
面
形
式
は
黒
田
家
住
宅
主
屋
と
酷
似
し
て
お
り
、
居
室
の

配
置
が
二
列
八
室
と
規
模
に
違
い
が
み
ら
れ
る
が
、
式
台
の
取
り
方
、
附
属
屋

の
配
置
な
ど
類
似
性
が
多
く
み
ら
れ
る
。
こ
の
東
を
土
間
と
し
、
西
に
床
上
部

（
座
敷
）
を
造
り
そ
の
前
方
に
主
庭
園
を
置
く
配
置
は
、
静
岡
県
遠
州
地
方
で

は
、
一
般
的
な
位
置
関
係
と
い
え
、
重
要
文
化
財
大
鐘
家
住
宅
主
屋
、
旧
中
村

家
住
宅
主
屋
に
も
共
通
す
る
。 

架
構
面
で
は
、
土
間
側
は
後
補
の
天
井
を
張
り
こ
ん
で
い
る
が
、
豪
快
な
梁

組
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
安
政
の
地
震
後
の
建
築
で
あ
る
た
め
、
地
震
に
対
す

る
工
夫
が
み
ら
れ
る
。
四
面
に
一
間
幅
の
下
屋
を
ま
わ
す
架
構
が
あ
げ
ら
れ
、

大
鐘
家
住
宅
主
屋
に
お
い
て
は
、
地
震
後
の
増
築
で
加
え
ら
れ
、
黒
田
家
住
宅

主
屋
で
も
文
久
元
年
ご
ろ
の
再
建
時
に
下
屋
を
ま
わ
す
。
柱
配
置
で
は
、
床
上

部
西
列
と
中
央
列
間
の
梁
間
方
向
に
約
三
尺
を
経
て
柱
を
密
に
建
て
、
疎
ら
な

座
敷
側
の
軸
部
を
固
め
て
い
る
。
小
屋
組
は
土
間
境
で
架
構
を
変
え
、
土
間
部

は
三
段
に
梁
を
組
み
、
床
上
部
は
二
段
に
梁
を
組
み
、
そ
の
上
を
束
と
貫
だ
け

で
小
屋
を
組
み
、
要
所
に
は
筋
違
風
の
斜
材
を
付
け
る
。 

こ
の
よ
う
に
旧
山
崎
家
住
宅
は
、
主
屋
の
み
が
明
確
な
年
代
を
示
す
史
料
が

発
見
さ
れ
る
。
そ
の
他
の
建
造
物
は
類
推
の
域
を
出
て
い
な
い
が
、
江
戸
時
代

末
期
か
ら
昭
和
時
代
初
期
に
か
け
て
建
設
さ
れ
た
建
造
物
群
が
庭
園
や
堀
と
共

に
現
存
す
る
。
屋
敷
構
え
は
、
遠
州
地
方
の
典
型
例
と
い
え
、
一
部
に
増
改
築

が
み
ら
れ
る
が
、
今
日
ま
で
良
好
な
状
態
で
残
り
、
周
辺
の
宅
地
化
が
進
む
な

か
、
屋
敷
林
や
庭
園
な
ど
豊
か
な
景
観
を
伝
え
貴
重
で
あ
る
。
ま
た
、
平
面
形

式
や
地
震
後
の
工
夫
な
ど
類
例
と
の
共
通
項
も
見
ら
れ
、
規
模
や
架
構
に
は
独

自
性
が
あ
り
、
構
造
的
に
工
夫
を
凝
ら
し
た
江
戸
時
代
末
期
の
大
規
模
な
民
家

と
し
て
価
値
が
あ
る
。 
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図 1 旧山崎家住宅配置図（現況） 
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裏門 

小座敷 

応接室 

図 2 旧山崎家住宅主屋平面図（室名） 
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図.3 掛川行在所平面図 （推定：明治 11 年） 

※図上の文字は筆者による加筆 
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